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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　過炭酸ナトリウム及びオルト珪酸ナトリウムからなり、過炭酸ナトリウムの配合重量比
率が珪酸ナトリウムに対し、０．１～１．３であることを特徴とする人工透析装置用洗浄
剤。
【請求項２】
さらに、リン酸金属塩または有機キレート剤を含有することを特徴とする請求項１記載の
洗浄剤。
【請求項３】
有機キレート剤がアミノホスホン酸、アミノカルボン酸またはそれらの塩であることを特
徴とする請求項２記載の洗浄剤。
【請求項４】
過炭酸ナトリウムが、水への３０秒後溶解率が５０％以上であることを特徴とする請求項
１～３のいずれかに記載の洗浄剤。
【請求項５】
過炭酸ナトリウム及びオルト珪酸ナトリウムからなり、過炭酸ナトリウムの配合重量比率
が珪酸ナトリウムに対し、０．１～１．３である人工透析装置用洗浄剤の０．０５～１７
重量％水溶液を用いて、人工透析装置を洗浄する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、人工透析装置及び連結するライン等の、有機汚染物質の除去及び殺菌のため
の洗浄剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人工透析医療において、治療後の透析装置及び連結するライン等には、蛋白質やカルシ
ウム分等種々の汚染物質がバイオフィルム様に付着する。患者の安全確保、衛生面、装置
保守等の観点から、透析後にこれら汚染物質を洗浄除去する事は不可欠である。現在多く
の透析医療施設では、殺菌洗浄効果並びにランニングコストから、治療毎に次亜塩素酸ナ
トリウム又はこれを含有した溶液にて蛋白質等の有機汚染物質を洗浄し、加えて定期的に
酸性溶液でカルシウム等の無機汚染物質を除去する方法が主流となっている（特許文献１
、２参照）。
【０００３】
　しかし、用いられる次亜塩素酸ナトリウムは含ハロゲン物質である為、排水による環境
負荷が懸念されており、また装置部品の腐食を添加剤等により抑制する手法も試みられて
はいるが、完全に回避出来ていないのが実状である。殺菌効果を高める目的で配合される
、塩素化イソシアヌル酸塩等でも同様な問題が指摘されている。
【０００４】
　また、現行使用されている多くの洗浄剤の荷姿は液体であり、運搬や貯蔵タンクへの投
入の際に、医療スタッフの肉体的負担となっているケースも見受けられる。透析患者数は
年々増加しており、１台の透析装置で１日に数回の治療を行うことも頻繁に行われている
。装置の洗浄回数も増加していることから、洗浄剤には優れた殺菌洗浄力のみならず、取
り扱い易さや脱ハロゲン化能が所望されている。
【特許文献１】特許第２７２１８０４号公報
【特許文献２】特許第２８３８７３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、含ハロゲン物質を使用すること無く、蛋白質等の有機汚染物質を除去すると
共に殺菌効果を併せ持ち、更には水へ溶解した際に析出物の生成が無く保存安定性に優れ
た、人工透析装置用洗浄剤の提供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成する為、鋭意検討を行った結果、過炭酸ナトリウム及び珪酸ナトリウム
から成る組成物がハロゲンを含有することなく、蛋白質等の有機汚染物質の除去及び殺菌
効果を併せ持つことを見出し、更にはその配合比及び水に溶解した際の水溶液組成物の濃
度を一定範囲内とすることにより、析出物の生成が無く保存安定性に優れることを見出し
、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は、過炭酸ナトリウム及び珪酸ナトリウ
ムからなり、過炭酸ナトリウムの配合重量比率が珪酸ナトリウムに対し、０．１～１．３
であることを特徴とする人工透析装置用洗浄剤に関するものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、含ハロゲン物質を使用すること無く、蛋白質等の有機汚染物質を除去
すると共に殺菌効果を併せ持ち、更には該洗浄剤を水に溶解した際に析出物の生成が無く
保存安定性に優れた、人工透析装置用洗浄剤の提供が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　過炭酸ナトリウムは、アルカリ剤として有機汚染物質を洗浄除去する効果に加え、発生
する酸素ガスによりバイオフィルム様に付着した汚染物質の除去効果を促進すると共に、
該活性酸素による優れた殺菌効果を有する。過炭酸ナトリウムは、一般に入手可能な市販
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品でよいが、所望の効果に合わせて粒径等の性状や適当な有効酸素量のものを選択するこ
とが好ましい。また過炭酸ナトリウムは製造過程にて、キレート剤等の安定剤やバインダ
ー或いは希釈剤が一般に添加されているが、本発明の効果を損なわない範囲であればそれ
ら添加剤等が含まれていてもよい。他に配合可能な過酸化物アルカリ金属塩としては、過
硼酸ナトリウム等が挙げられる。
【０００９】
　特に本発明の洗浄剤は、固体粉末状であり、洗浄に供する際は水に溶解して用いるが、
多くの透析装置は次亜塩素酸ナトリウム溶液の使用を想定している事から、洗浄液貯蔵タ
ンクに攪拌装置等は特に付設されていない為、固体粉末洗浄剤は容易に溶解する事が所望
される。一般的な過炭酸ナトリウムは、珪酸ナトリウムに比べ若干水への溶解性に劣る事
から、溶解速度の高い過炭酸ナトリウムを配合する事が好ましい。溶解性の指標として、
１０００ｍｌビーカーに２５℃の純水９９５ｇを入れ、縦４０ｍｍ×幅２５ｍｍの翼が付
いた直径８ｍｍの攪拌棒を、ビーカー底部より３０ｍｍの位置に固定し、２５０ｒｐｍで
回転させながら試料５ｇを液面中央に投入後、溶解開始３０秒経過時及び最終平衡時の導
電率を測定し、３０秒時の導電率を平衡時の値で除して、溶解開始３０秒後の試料溶解率
を算出した。本試験方法にて実用上望ましい溶解開始３０秒後溶解率は、５０％以上であ
ることが好ましく、より好ましくは６０％以上、更に好ましくは８０％以上である。具体
例として、三菱ガス化学（株）製ＳＰＣ－Ｇ、ＳＰＣ－Ｑ、ＳＰＣ－Ｚ等が挙げられる。
【００１０】
　珪酸ナトリウムは、アルカリ剤としての効能の他に、水溶液中において共存する過酸化
物アルカリ金属塩の分解を抑制する効果を有する。また水への溶解性も優れている。珪酸
ナトリウムの中でもオルト珪酸ナトリウムは吸湿性が低く、更には水溶液中における過炭
酸ナトリウムの安定化効果も高い為、本発明の洗浄剤において固体粉末状態及び水に溶解
した際の水溶液状態における保存安定性に優れる。他に配合可能な無機酸金属塩としては
、珪酸、炭酸、重炭酸、硼酸等の各金属塩が挙げられる。
【００１１】
　過炭酸ナトリウム及び珪酸ナトリウムは、衣類等の洗剤、いわゆる洗濯用洗剤等に配合
剤の一部として添加されている。しかし、医療分野における装置及び器具の洗浄用途とし
ては、衣類用途以上の殺菌力及び有機汚染物質に対する洗浄能力が要求される。また本発
明の過炭酸ナトリウム及び珪酸ナトリウムを主成分とした組成物を実用に供する際には、
水に溶解した水溶液の状態で使用される為、固体粉末状態で保管される際の保存安定性の
みならず、水に溶解した水溶液状態においても、有効酸素の保持率が高く析出物が生成し
ない、優れた保存安定性を有することが必要不可欠である。
【００１２】
　現在多くの透析医療施設に導入されている透析装置は、次亜塩素酸ナトリウム溶液によ
る洗浄を想定した仕様である。一般的には、貯蔵タンクに保管された高濃度の洗浄剤原液
を使用時に１５～５０倍に希釈して、装置及び連結するライン等を流通洗浄するシステム
となっている。従って該洗浄システムを大きな改造無しにそのまま使用出来ることが要求
される。本発明の洗浄剤は、水に溶解した水溶液状態で析出物が無く、優れた保存安定性
を示し、上記要求を満たしている。
【００１３】
　本発明における過炭酸ナトリウム及び珪酸ナトリウムの配合比の上限は、過炭酸ナトリ
ウムの配合重量比率が珪酸ナトリウムに対し、１．３以下とすることが好ましく、より好
ましくは０．９以下、更に好ましくは０．７以下である。これより過炭酸ナトリウムの配
合比を高めると、水へ溶解した際に析出物が生成し好ましくない。配合比の下限は、過炭
酸ナトリウムの配合重量比率が珪酸ナトリウムに対し、０．１以上とすることが好ましく
、より好ましくは０．２以上、更に好ましくは０．３以上である。これより珪酸ナトリウ
ムの配合比を低くしてもアルカリ剤としての効果は頭打ちとなり、また過炭酸ナトリウム
の配合比も低下することから好ましくない。
【００１４】
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　本発明の人工透析装置用洗浄剤は、その効能を損なわない範囲でキレート剤等の各種添
加剤を添加してもよい。キレート剤等を添加することにより過炭酸ナトリウムの分解抑制
効果、更には透析装置及び連結するライン等に付着した、カルシウム等の無機汚染物質の
除去能力を付与することが可能となる。
【００１５】
　無機系の添加剤としては、メタリン酸ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム、リン酸水
素二ナトリウム、リン酸三ナトリウム、二リン酸ナトリウム（ピロリン酸ナトリウム）、
三リン酸五ナトリウム（トリポリリン酸ナトリウム）等の各種リン酸金属塩、硫酸マグネ
シウムや塩化マグネシウム等のマグネシウム塩、スズ酸ナトリウム等が挙げられ、有機系
の添加剤としては、エチレンジアミンテトラメチレンホスホン酸、ジエチレントリアミン
ペンタメチレンホスホン酸、プロピレンジアミンテトラメチレンホスホン酸、アミノトリ
メチレンホスホン酸、ヘキサメチレンジアミンテトラメチレンホスホン酸、トリエチレン
テトラミンヘキサメチレンホスホン酸、トリアミノトリエチルアミンヘキサメチレンホス
ホン酸、トランス－１，２－シクロヘキサンジアミンテトラメチレンホスホン酸、グリコ
ールエーテルジアミンテトラメチレンホスホン酸等の各種アミノホスホン酸及びその塩、
１－ヒドロキシエチリデン－１，１－ジホスホン酸、テトラエチレンヘプタメチレンホス
ホン酸等の各種ホスホン酸及びその塩、エチレンジアミン四酢酸、ジエチレントリアミン
五酢酸、ニトリロ三酢酸、トリエチレンテトラミン六酢酸等の各種アミノカルボン酸及び
その塩、ポリヒドロキシカルボン酸等の各種カルボン酸及びその塩、フェニル尿素等が挙
げられる。これらは２種類以上を同時に添加することも可能である。
【００１６】
　各種添加剤の配合量は、本発明の洗浄剤に対し０．０１重量％以上とすることが好まし
く、より好ましくは０．０５重量％以上、更に好ましくは０．１重量％以上であり、所望
の無機汚染物質除去力を発揮する量を指標に配合するとよい。
【００１７】
　本発明における過炭酸ナトリウム及び珪酸ナトリウムから成る人工透析装置用洗浄剤を
、水に溶解させた水溶液濃度は０．０５～１７重量％、好ましくは０．０７～１５重量％
、更に好ましくは０．０９～１３重量％である。これより低いと十分な蛋白質等の有機汚
染物質の除去効果及び殺菌効果が得られず、またこれより高いと該洗浄剤を水に溶解した
際の有効酸素保持率が低く好ましくない。
【００１８】
　本洗浄剤を水に溶解させ使用するまでの保管形態としては、過炭酸ナトリウム及び珪酸
ナトリウム粉末を混合した状態としてもよいし、また各々を別途保管し使用時に所定の比
率で溶解させてもよい。
【００１９】
　本発明の過炭酸ナトリウム及び珪酸ナトリウムから成る人工透析装置用洗浄剤を水に溶
解させた水溶液組成物は、ｐＨが１０以上、好ましくは１１以上となる濃度とすることが
望ましい。しかし必要以上に濃度を高くする事は、洗浄後の装置及び連結するライン等に
洗浄剤が残留し、多量の水と水洗時間を要するため好ましくない。
【００２０】
　本発明の洗浄剤が適用可能な装置或いは器具としては、人工透析装置及び周辺器具のみ
ならず、血液成分等の付着する手術及び検査用の装置並びに周辺器具、更には畜産及び水
産関係の食品製造施設での、血液等が付着する機器等が挙げられる。
【実施例】
【００２１】
　以下に、実施例及び比較例により本発明を具体的に説明するが、これらは本発明を何ら
制限するものではない。
【００２２】
・　析出物確認試験
　設定した溶質配合比及び濃度の試験液を５０ｇ調製する。２５℃で７２時間保存後、溶
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液を観察し析出物生成の有無を確認する。
【００２３】
２．溶液保存安定性試験
　試料液５ｇを秤量し、純水５０ｍｌ、硫酸溶液（１＋３）１５ｍｌ、５％モリブデン酸
アンモニウム溶液０．１８ｍｌ、２０％よう化カリウム溶液１５ｍｌを表記順に加え混合
する。０．１ｍｏｌ／ｌチオ硫酸ナトリウム溶液で滴定を行い、液が淡黄色になったら０
．５％でんぷん溶液を２ｍｌ加え、無色の時点を終点として有効酸素濃度を測定し、仕込
んだ過炭酸ナトリウムの有効酸素量を基準に有効酸素保持率を算出し、安定性の指標とし
た。
【００２４】
　有効酸素保持率［％］＝１００×（試料液の有効酸素濃度）÷（仕込み過炭酸ナトリウ
ムの有効酸素量から算出した試料液の理論有効酸素濃度）
【００２５】
３．血液汚染布洗浄試験
　ＥＭＰＡ社製テストクロスＮｏ．１１１（豚血液汚染布）を５ｃｍ角に裁断して、２５
℃５０％Ｒ.Ｈ.下で５時間調湿し重量を測定する。本クロス２枚を２５℃の試験液１００
ｇに５分間浸漬後、純水で十分に洗浄する。２５℃５０％Ｒ.Ｈ.下で１７時間風乾及び調
湿し、重量を測定して減少率を算出する。減少率が大きいほど洗浄効果の高いことを示す
。本試験結果を有機汚染物質除去力の指標とした。
【００２６】
４．殺菌効力試験
　試料液１０ｍｌに菌数１０８ＣＦＵ／ｍｌの接種菌液０．１ｍｌを加え混合し、２５℃
で６０分間作用後、１ｍｌを採取して１重量％カタラーゼ添加リン酸緩衝液９ｍｌに接種
し、１０倍希釈系列を作製する。ＳＣＤ寒天培地（日本ビオメリュー（株）製）を用いカ
ンテン平板混釈法（３５℃で４８時間培養）で生菌数を測定し、試料液１ｍｌ中の菌数に
換算する。
【００２７】
５．カルシウム分除去性能試験
　試料液１００ｇを秤量して０．２５ｍｏｌ／ｌ酢酸カルシウムで滴定を行い、白色沈殿
を生ずる時点を終点とする。キレート配合量を基準にキレート価を算出し、カルシウム分
除去力の指標とした。
【００２８】
実施例１～３、比較例１
　表１に示す様に、過炭酸ナトリウム（三菱ガス化学（株）製標準グレードＳＰＣ－Ｇ）
及び純度約８０％のオルト珪酸ナトリウム（広栄化学工業（株）製ネオオルソ８０粒）の
比率を変えて混合し、４重量％の溶液を調製して析出物確認試験を行った。調製直後に使
用する場合は問題ないが、水溶液状態で保存が必要な場合は過炭酸ナトリウムの配合重量
比率が珪酸ナトリウムに対し１．３以下でないと、析出物が生成し不適である。
【００２９】
【表１】

【００３０】
実施例４～６
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　表２に示す様に、過炭酸ナトリウム３８重量％、オルト珪酸ナトリウム６２重量％の溶
質配合比で、洗浄剤水溶液濃度（以下、溶液濃度と言う）を変え析出物確認試験を行った
。
【００３１】
【表２】

【００３２】
実施例７～１５、比較例２～３
　表３に示す様に、過炭酸ナトリウム及び珪酸ナトリウムの溶質配合比並びに溶液濃度を
変え、２５℃７２時間保存での溶液保存安定性試験を行った。溶液濃度が高いと有効酸素
保持率が低くなる。
【００３３】

【表３】

【００３４】
実施例１６～２０、比較例４～５
　表４に示す様に、過炭酸ナトリウム３８重量％、珪酸ナトリウム６２重量％の溶質配合
比で、溶液濃度及び珪酸ナトリウム種を変え血液汚染布洗浄試験を行った。
【００３５】

【表４】

【００３６】
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比較例６～８
　表５に示す様に、実施例１６～２０の比較対照として溶質を次亜塩素酸ナトリウム（東
亞合成（株）製アロンクリンＳＧ）に変更し、血液汚染布洗浄試験を行った。
【００３７】
【表５】

【００３８】
　実施例１６～２０及び比較例６～８の洗浄試験において、現在多くの透析医療施設で使
用されている次亜塩素酸ナトリウムに比べ、本発明の洗浄剤は低濃度でも優れた洗浄力を
発揮した。
【００３９】
実施例２１～２４
　表６に示す様に、過炭酸ナトリウム及び珪酸ナトリウムの溶質配合比を変え、血液汚染
布洗浄試験を行った。
【００４０】

【表６】

【００４１】
実施例２５～２９、比較例９
　表７に示す様に、過炭酸ナトリウム３８重量％、オルト珪酸ナトリウム６２重量％の溶
質配合比で、溶液濃度を変え大腸菌（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ　ＮＢＲＣ３９
７２）に対する殺菌効力試験を行った。
【００４２】

【表７】

【００４３】
実施例３０～３４、比較例１０
　表８に示す様に、過炭酸ナトリウム３８重量％、オルト珪酸ナトリウム６２重量％の溶
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ＮＢＲＣ１３２７５）に対する殺菌効力試験を行った。
【００４４】
【表８】

【００４５】
実施例３５～４５
　表９に示す様に、過炭酸ナトリウム３８重量％、オルト珪酸ナトリウム６２重量％の溶
質配合比で溶液濃度が６重量％の水溶液に、溶質に対して各添加剤を０．５重量％配合し
、２０℃７２時間保存での溶液保存安定性試験を行った。
【００４６】
【表９】

【００４７】
実施例４６～５５
　表１０に示す様に、過炭酸ナトリウム３８重量％、オルト珪酸ナトリウム６２重量％の
溶質配合比で溶液濃度が６重量％の水溶液に、溶質に対して各添加剤を５重量％配合し、
２０℃７２時間保存での溶液保存安定性試験を行った。
【００４８】
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【００４９】
実施例５６～６５
　表１１に示す様に、過炭酸ナトリウム３８重量％、オルト珪酸ナトリウム６２重量％の
溶質配合比で溶液濃度が６重量％の水溶液に、溶質に対して各添加剤を１０重量％配合し
、２０℃７２時間保存での溶液保存安定性試験を行った。
【００５０】
【表１１】

【００５１】
実施例６６～７５
　表１２に示す様に、過炭酸ナトリウム３８重量％、オルト珪酸ナトリウム６２重量％の
溶質配合比で溶液濃度が６重量％の水溶液に、溶質に対して各添加剤を１５重量％配合し
、２０℃７２時間保存での溶液保存安定性試験を行った。
【００５２】
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【表１２】

【００５３】
比較例１１
　表１３に示す様に、過炭酸ナトリウム３８重量％、オルト珪酸ナトリウム６２重量％の
溶質配合比で溶液濃度が６重量％の水溶液の、２０℃７２時間保存での溶液保存安定性試
験を行った。
【００５４】
【表１３】

【００５５】
実施例７６～８５
　表１４に示す様に、過炭酸ナトリウム３８重量％、オルト珪酸ナトリウム６２重量％の
溶質配合比で溶液濃度が６重量％の水溶液に、溶質に対して各添加剤を１０重量％配合し
、カルシウム分除去性能試験を行った。
【００５６】

【表１４】

【００５７】
　本発明の洗浄剤に各種添加剤を配合する事によって、更なるカルシウム分除去力を付与
する事が可能であり、アミノカルボン酸及びアミノホスホン酸系のキレート剤は特に効果
が高い。
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